
公立穴水総合病院

病児・病後児保育とは
児童が病気又は病気の回復期にあり、集団生活が困難で保護者が保育を出来ない場合に保育
施設でお預かりする事業で、次の２つのタイプがあります。

ご利用について

病児・病後児保育とは

★ 病児対応型
児童が病気の回復期に至らない場合であり、
かつ、当面の症状の急変が認められない場合に
おいて、児童を病院の専用の保育室で一時的に
保育すること。

★ 病後児対応型
児童が病気の回復期にあり、かつ、集
団保育が困難な期間において、児童を病
院の専用の保育室で一時的に保育する
こと。

※「回復期」・・・医療機関による入院加療の意必要はないが、安静の
確保に配慮する必要があり、集団生活が困難な時期。

● 対象者
・穴水町内に住所を有する生後6ヵ月から
小学校3年生までの児童
・病気又は病気の回復期であって、医療機
関による入院治療の必要はないが、集団
保育が困難である児童
・町内に住所を有する保護者が就労、傷病
等のやむを得ない事由により家庭での保
育が困難な児童

● 保育対象外となる感染症
感染性の病気（麻疹・風疹・水痘・結核・流
行性角結膜炎・インフルエンザ等）の場合は
利用できません。

● 利用定員
・1日につき3名まで（先着順、要予約）

● 利用料
・１日あたり2,000円
（昼食、おやつ代は別途500円必要です。）
※生活保護世帯、所得税及び町民税非課税
世帯については免除措置があります。

● 施設及び利用時間
・施設場所 公立穴水総合病院 ５F病児・病後児保育室
・利 用 日：月～金曜日
（土・日曜日・祝日・振替休日、お盆、年末年始を除く）
・利用時間： 午前8時00分～午後6時00分



★ STEP1（事前登録）
事前登録は当日でもできますが、「穴水町病児・病後児保育利用登録書及び同意書」による事
前登録をしていただきますとスムーズにご利用ができます。

★ STEP2（予約）
・前日に公立穴水総合病院管理課に電話で予約申込(☎52-0511)をしてください。 予約の際にお
子さんと保護者の氏名、お子さんの病気の状態をお伝えください。

・ご希望の日に利用ができるか否か、保育室の空きを確認して決定します。

・なお、予約その他お問い合わせは、午前9時00分～午後4時までにお願いいたします。

★ STEP3（利用当日）
・利用にあたっては、かかりつけの医療機関で受診し、施設での保育が可能と診断された場合は、
「医師連絡票」を書いてもらい持参してください。

・施設は、病院内５Ｆになりますので、正面エレベーターを利用され施設事務室までお越しください。

・施設に備え付けの「利用申請書」を記入し医師連絡票を添えて施設に提出してください。

・診察の結果、保育対象外となる感染症であると判断される場合は、当日の入所をお断りさせてい
ただくことがありますので、ご了承ください。

・入所が問題ないと判断された場合は、保育の実施となり当日午後6時までの保育を行います。

・施設では、お子様のその日の状態をお伺いします。お子様が安心して過ごされるよう詳しくお伺
いしますので、時間に余裕をもってお越しください。

・翌日以降の保育をご希望の場合は、その旨を申し出てください。

・保育の終了時に、利用料をお支払いいただきます。

★注意事項
・利用にあたっては、施設からの連絡がいつでもとれるように、連絡先を明らかにしておいてくださ
い。

・予約が取れたあとキャンセルする場合は、すみやかに施設にご連絡ください。連絡がなかったり、
遅くなったりすると利用をしたい方が出来ない場合があります。

・お迎え等の時間は、必ずお守りください。
・持ち物にはすべて名前を書いてください。

★ご利用の際に持参していただくもの

●医師連絡票 ●着替え
●健康保険証 ●ビニール袋（汚れ物入れ）
●医療機関からの薬・薬指示票
●子ども医療費受給資格者証
●紙おむつ・お尻拭き（おむつ使用の場合）
●食事エプロン（乳幼児の場合）
●ミルク（必要な場合）
●アトピー・じんましん・ぜんそく・アレルギー等の
場合の除去食（弁当）

ご 利 用 方 法

【お申込み】

公立穴水総合病院
管理課
〒927-0027
石川県鳳珠郡穴水町字川島タ８

TEL 0768-52-0511
FAX 0768-52-0356

http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2016070500010/file_contents/touroku.xlsx
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2016070500010/file_contents/rennrakuhyou.docx

